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目

次

告

示
青
少
年
に
販
売
等
し
て
は
な
ら
な
い
図
書
類

（
青
少
年
家
庭
課
）

一

青
少
年
に
観
覧
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
興
行

（

〃

）

一

解
除
予
定
保
安
林

（
森

林

整

備

課
）

二

保
安
林
予
定
森
林

（

〃

）

二

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗

に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

（
経

営

支

援

課
）

二

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

（
用

地

対

策

課
）

三

都
市
計
画
事
業
変
更
の
認
可

（
下
水
道
推
進
課
）

三

公

告
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
係
る
書
類
の

縦
覧

（
環
境
生
活
総
務
課
）

四

特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表

（
生

産

振

興

課
）

四

土
地
立
入
り
の
許
可

（
用

地

対

策

課
）

五

特
定
調
達
公
告

美
術
品
等
の
購
入
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
等

（
文

化

振

興

課
）

六

教
委
規
則

島
根
県
教
育
庁
等
職
員
服
務
規
則
の
一
部
改
正

（
教
育
庁
総
務
課
）

六

教
委
訓
令

県
立
高
等
学
校
の
教
職
員
の
服
務
規
程
の
一
部
改
正

（
高

校

教

育

課
）

八

告

示

島
根
県
告
示
第
四
百
二
十
号

島
根
県
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
島
根
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
図
書
類
を
青
少
年
に
販
売
し
、
頒
布
し
、
又
は
貸
し
付
け
て
は
な
ら
な
い

図
書
類
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
例
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

島
根
県
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
島
根
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
興
行
を
青
少
年
に
観
覧
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
興
行
と
し
て
指
定
し
た
の

で
、
同
条
例
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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毎
週
火

金
曜
日
発
行

〇

〇

第
一
、
四
六
三
号

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

（
火
曜
日
）

指
定
番
号

種

類

名

称

発
行

出
版
社
名

指
定
の
理
由

一
五
八
七
五

雑

誌

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ
5
月
号

プ
ラ
イ
ム
メ
デ
ィ

ア

青
少
年
の
性

的
感
情
を
著
し

一
五
八
七
六

雑

誌

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス
5
月
号

（ ）株
メ
デ
ィ
ア
ッ
ク

ス

く
刺
激
し
、
粗

暴
性
を
著
し
く

助
長
し
、
又
は

残
虐
性
を
助
長

し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

一
五
八
七
七

雑

誌

Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｏ

ｇ
ａ
ｌ

5

月
号

ミ
リ
オ
ン
出
版
（ ）株

一
五
八
七
八

雑

誌

い
も
う
と
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

ナ

ン
バ
ー
Ｄ
Ｏ
Ｎ

Ｔ
5
月
号
増

刊

（ ）株

サ
ン
出
版

一
五
八
七
九

雑

誌

愛
の
体
験
ス
ペ
シ
ャ
ル
Ｄ
Ｘ
5

月
号

（ ）株

竹

書

房



（ 2 ）

島
根
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

大
原
郡
木
次
町
大
字
北
原
一
二
六
三
の
五

一
二
六
四
の
三

一
二
六
六
の
三

一
二
六
七
の
一

一
二
六
七
の
四
（
以
上
五
筆
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

島
根
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
佐
陀
本
郷
字
堂
山
二
八
三
三
の
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
鹿
島
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。な

お
、
こ
の
告
示
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
、
次
の
四

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

届
出
の
概
要
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指
定
番
号

種

類

題

名

配
給
会
社
名

指
定
の
理
由

一
〇
四
五
七

映

画

Ｓ
Ｅ
Ｘ
配
達
人

お
ん
な
届
け

ま
す

新
東
宝
映
画

青
少
年
の
性

的
感
情
を
著
し

く
刺
激
し
、
粗

暴
性
を
著
し
く

助
長
し
、
又
は

残
虐
性
を
助
長

し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

一
〇
四
五
八

映

画

人
妻

渇
い
た
舌
先

オ
ー
ピ
ー
映
画

一
〇
四
五
九

映

画

綺
麗
に
咲
い
た

Ｅ
Ｎ
Ｋ
プ
ロ

一
〇
四
六
〇

映

画

牝
猫
く
び
れ
腰

オ
ー
ピ
ー
映
画

一
〇
四
六
一

映

画

痴
漢
義
父

息
子
の
嫁
と

新
東
宝
映
画



（ 3 ）

ナ
ン
バ
出
雲
店

島
根
県
出
雲
市
平
野
町
四
五
〇－

一
外

2

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ナ
ン
バ

代
表
取
締
役

難
波

榮

岡
山
県
津
山
市
材
木
町
一
三
二
八－

二
五

3

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
収
容
台
数

（
変
更
前
）
二
七
八
台

（
変
更
後
）
二
四
九
台

4

変
更
の
年
月
日

平
成
十
四
年
十
一
月
十
一
日

二

届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
十
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所

出
雲
市
商
工
振
興
課
（
出
雲
市
今
市
町
一
〇
九
番
地
一
）

四

意
見
書
の
提
出
先
、
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
等

1

意
見
書
の
提
出
先

松
江
市
殿
町
一
番
地

島
根
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

2

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

（ ）一

氏
名
及
び
住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
氏
名
及
び
住
所
、
法
人
に
あ
っ
て

は
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

（ ）二

（ ）一
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
の
公
表
の
意
思
の
有
無

（ ）三

意
見
書
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（ ）四

意
見
の
内
容

（ ）五

意
見
を
述
べ
る
理
由

3

そ
の
他

意
見
書
に
記
載
す
る
氏
名
は
、
自
署
に
よ
る
こ
と
。

島
根
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
籍
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

施
行
者
の
名
称

松
江
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

松
江
圏
都
市
計
画
（
松
江
国
際
文
化
観
光
都
市
建
設
計
画
）
下
水
道
事
業

松
江
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平成15年 4 月22日 第1,463号島 根 県 報

成
果
の
名
称

調
査
を
行

っ
た
者
の

名
称

調
査
を
行

っ
た
時
期

調
査
を
行
っ
た

地
域

認
証
年
月
日

地
籍
図

地
籍
簿

赤
来
町

平
成
十
二

〜
十
三
年

度

五
十
一
枚

2
冊

谷
3

平
成
十
五
年
四
月
十
四
日

頓
原
町

平
成
十
二

〜
十
四
年

度

三
十
二
枚

1
冊

佐
見
3

平
成
十
五
年
四
月
十
四
日

木
次
町

平
成
十
一

〜
十
四
年

度

二
十
二
枚

1
冊

平
田
3

平
成
十
五
年
四
月
十
四
日

横
田
町

平
成
十
三

〜
十
四
年

度

二
十
六
枚

1
冊

竹
崎
3

平
成
十
五
年
四
月
十
四
日

弥
栄
村

平
成
十
二

〜
十
四
年

度

四
十
一
枚

1
冊

長
安
本
郷
①
②

③

平
成
十
五
年
四
月
十
四
日
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昭
和
四
十
八
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

（ ）一

収
用
の
部
分

変
更
な
し

（ ）二

使
用
の
部
分

昭
和
五
十
一
年
島
根
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号
、昭
和
五
十
五
年
島
根
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号
、

平
成
十
一
年
三
月
三
十
日
島
根
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号
及
び
平
成
十
二
年
四
月
二
十
一
日
島
根

県
告
示
第
三
百
八
十
一
号
の
事
業
地
に
松
江
市
福
原
町
、
坂
本
町
、
川
原
町
、
上
本
庄
町
、
上
東

川
津
町
、
西
法
吉
町
、
う
ぐ
い
す
台
及
び
佐
草
町
を
加
え
、
松
江
市
法
吉
町
、
下
川
津
町
、
西
屋

町
、
東
持
田
町
、
春
日
町
、
比
津
町
、
西
川
津
町
、
比
津
が
丘
三
丁
目
、
菅
田
町
、
学
園
二
丁
目
、

東
津
田
町
、
乃
白
町
、
西
津
田
十
丁
目
、
平
成
町
、
一
の
谷
町
、
大
庭
町
、
山
代
町
、
馬
潟
町
、

八
幡
町
、
矢
田
町
及
び
竹
矢
町
で
事
業
地
を
変
更
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

緑
と
水
の
連
絡
会
議

三

代
表
者
の
氏
名

高
橋
泰
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
田
市
大
田
町
大
田
ハ
一
二
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
日
本
に
お
け
る
伝
統
的
農
林
漁
法
を
継
承
す
る
農
林
漁
業
者
と
と
も
に
、
自
然
再
生

促
進
法
に
鑑
み
た
里
地

里
山
特
有
の
文
化
的
景
観
お
よ
び
生
物
多
様
性
の
保
全
を
め
ざ
す
。
ま
た
、

そ
の
実
現
の
た
め
都
市
と
農
村
と
の
人
的

物
的
交
流
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
循
環
型
社
会
の
再

構
築

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
編

地
域
活
性
化
お
よ
び
人
つ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

縦
覧
に
供
す
る
書
類

定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
並
び

に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書

七

縦
覧
期
間

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間

八

縦
覧
場
所

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
県
庁
南
庁
舎
一
階
）

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
殊
肥

料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

特
殊
肥
料

（ ）一

平
成
十
四
年
九
月

平成15年 4 月22日 第1,463号島 根 県 報

特
殊
肥
料

指
定
名

生
産
（
輸
入
ま
た

販
売
）
届
出
業
者

届

出

名

（
及
び
商
品
名
）

検

査

の

結

果

備
考

た
い
肥

（ ）有
島
津
育
成
農
場

あ
さ
ひ

Ｔ
Ｎ－

二

九
四
％

Ｔ
Ｐ－

六

四
一
％

Ｔ
Ｋ－

四

六
五
％

Ｔ
Ｚ
ｎ－

四
七
八
ｐ
ｐ
ｍ

Ｃ

／
Ｎ－

八

五

た
い
肥

（ ）有
島
根
ポ
ー
ク

と
ん
と
ん
1
号

Ｔ
Ｎ－

一

六
七
％

Ｔ
Ｐ－

四

六
四
％

Ｔ
Ｋ－

一

五
六
％

Ｔ
Ｃ
ｕ－

一
七
八
ｐ
ｐ
ｍ

Ｔ

Ｚ
ｎ－

五
七
四
ｐ
ｐ
ｍ

Ｃ
／
Ｎ

－

一
一

八
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土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
立
入

り
の
許
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

起
業
者
の
名
称

中
国
電
力
株
式
会
社

二

事
業
の
種
類

特
別
高
圧
送
電
線

島
根
原
子
力
線
新
設
工
事

三

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
上
講
武
字
家
頭
、
字
井
頭
、
字
地
冷
、
字
大
谷
藪
池
、
字
大
谷
、
字
佛
谷
、
字

佛
谷
入
口
南
平
、
字
井
谷
、
字
佛
谷
釜
ノ
谷
、
字
乙
好
、
字
杣
谷
、
字
西
杣
谷
及
び
字
牛
池
地
内

松
江
市
東
持
田
町
字
鏡
谷
、
字
袈
堀
、
字
青
梨
子
、
字
後
平
、
字
懸
橋
、
字
権
現
、
字
藪
蔵
、
字
撲

ケ
谷
、
字
原
朴
ケ
谷
、
字
井
手
川
、
字
大
谷
、
字
杉
谷
、
字
常
熊
、
字
無
傳
下
、
字
納
蔵
、
字
納
蔵

上
、
字
御
崎
谷
、
字
向
山
、
字
横
手
下
、
字
笠
谷
、
字
吉
廻
、
字
才
部
田
、
字
小
谷
、
字
焼
柱
、
字

青
梨
子
向
、
字
青
梨
子
上
、
字
大
峯
、
字
瀧
ケ
谷
、
字
棚
後
谷
、
字
砥
石
、
字
赤
松
ケ
谷
、
字
納
蔵

西
及
び
字
戸
岸
、
坂
本
町
字
沢
、
字
沢
奥
、
字
立
丁
、
字
角
田
、
字
原
代
、
字
榎
ケ
坪
、
字
大
原
代
、

字
大
原
代
下
、
字
大
道
上
、
字
京
田
、
字
原
ノ
前
、
字
恵
作
田
、
字
實
無
シ
、
字
沢
下
及
び
字
沢
尻
、

下
東
川
津
町
字
禿
ノ
前
、
字
櫻
田
、
字
善
徳
、
字
杓
田
、
字
西
谷
、
字
小
松
谷
、
字
奥
小
松
谷
、
字
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た
い
肥

い
わ
み
中
央
農
業

協
同
組
合

牛
堆
肥

Ｔ
Ｎ－

〇

六
五
％

Ｔ
Ｐ－

〇

八
二
％

Ｔ
Ｋ－

一

一
九
％

Ｃ
／
Ｎ－

一
八

九

た
い
肥

神
明
畜
産
（ ）株

島
根
三
刀
屋
牧
場

発
酵
牛
糞

Ｔ
Ｎ－

一

〇
〇
％

Ｔ
Ｐ－

一

四
一
％

Ｔ
Ｋ－

一

五
四
％

Ｃ
／
Ｎ－

一
八

五

た
い
肥

雲
南
農
業
協
同
組

合

コ
ー
プ
堆
肥

Ｔ
Ｎ－

〇

九
五
％

Ｔ
Ｐ－

一

一
五
％

Ｔ
Ｋ－

一

一
四
％

Ｃ
／
Ｎ－

二
二

三

た
い
肥

雲
南
農
業
協
同
組

合

完
熟
有
機

す
こ
や
か
く
ん

Ｔ
Ｎ－

一

四
六
％

Ｔ
Ｐ－

一

七
一
％

Ｔ
Ｋ－

二

一
九
％

Ｃ
／
Ｎ－

一
七

一

た
い
肥

雲
南
農
業
協
同
組

合

ぴ
ゅ
あ
ゴ
ー
ル

ド

奥
出
雲
有

機
頓
原

Ｔ
Ｎ－

一

二
二
％

Ｔ
Ｐ－

一

六
九
％

Ｔ
Ｋ－

一

六
〇
％

Ｃ
／
Ｎ－

二
〇

八

た
い
肥

雲
南
農
業
協
同
組

合

ぴ
ゅ
あ
ゴ
ー
ル

ド

奥
出
雲
有

機
仁
多

Ｔ
Ｎ－

一

〇
五
％

Ｔ
Ｐ－

一

四
八
％

Ｔ
Ｋ－

一

四
九
％

Ｃ
／
Ｎ－

二
三

四

た
い
肥

（ ）有
き
す
き
有
機
セ

ン
タ
ー

発
酵
鶏
ふ
ん

Ｔ
Ｎ－

二

〇
九
％

Ｔ
Ｐ－

五

七
一
％

Ｔ
Ｋ－

二

六
四
％

Ｔ
Ｚ
ｎ－

二
三
二
ｐ
ｐ
ｍ

Ｃ

／
Ｎ－

九

七

た
い
肥

（ ）社
横
田
町
農
業
公

社

牛
糞
堆
肥

Ｔ
Ｎ－

〇

八
一
％

Ｔ
Ｐ－

一

一
三
％

Ｔ
Ｋ－

一

二
三
％

Ｃ
／
Ｎ－

一
八

六

た
い
肥

（ ）社
横
田
町
農
業
公

社

有
機
堆
肥

Ｔ
Ｎ－

〇

八
四
％

Ｔ
Ｐ－

一

八
二
％

Ｔ
Ｋ－

一

二
六
％

Ｔ
Ｚ
ｎ－

八
四
ｐ
ｐ
ｍ

Ｃ
／

Ｎ－

一
九

〇

石
こ
う

大
福
工
業
（ ）株

エ
コ
プ
ラ
ス

Ｔ
Ｃ
ｕ－

五

四
ｐ
ｐ
ｍ

Ｔ
Ｚ

ｎ－

一
一

〇
ｐ
ｐ
ｍ

Ｔ
Ａ
ｓ

－

一

九
二
ｐ
ｐ
ｍ

Ｔ
Ｃ
ｄ－

〇

〇
一
ｐ
ｐ
ｍ
未
満

Ｔ
Ｈ
ｇ

－

〇

二
二
ｐ
ｐ
ｍ

Ｔ
Ｎ
ｉ－

〇

七
五
ｐ
ｐ
ｍ

Ｔ
Ｃ
ｒ－

八

六
九
ｐ
ｐ
ｍ

Ｔ
Ｐ
ｂ－

五

六
五
ｐ
ｐ
ｍ

備
考
①

分
析
結
果
を
実
施
し
た
成
分
の
略
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

Ｔ
Ｎ－

窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ－

加
里
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ｕ－

銅
全
量
、

Ｔ
Ｚ
ｎ－

亜
鉛
全
量
、
Ｃ
／
Ｎ－

炭
素
窒
素
比
、
Ｔ
Ａ
ｓ－

ひ
素
全
量
、

Ｔ
Ｃ
ｄ－

カ
ド
ミ
ウ
ム
全
量
、
Ｔ
Ｈ
ｇ－

水
銀
全
量
、
Ｔ
Ｎ
ｉ－

ニ
ッ
ケ
ル
全
量
、

Ｔ
Ｃ
ｒ－

ク
ロ
ム
全
量
、
Ｔ
Ｐ
ｂ－

鉛
全
量

備
考
②

特
記
あ
る
も
の
を
除
き
、
数
値
は
現
物
当
た
り
の
値
で
あ
る
。
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寺
山
、
字
沓
輪
谷
、
字
車
尻
及
び
字
後
山
、
川
原
町
字
尾
才
尻
、
字
堤
下
、
字
轡
谷
、
字
葛
葉
谷
、

字
後
谷
、
字
床
、
字
元
宮
、
字
尾
茂
祖
谷
、
字
土
井
屋
敷
、
字
堤
ケ
谷
、
字
亀
ケ
谷
、
字
家
奥
、
字

現
白
、
字
宮
ノ
前
、
守
宮
ノ
上
、
字
奥
原
、
字
水
谷
、
字
小
屋
谷
、
字
桐
木
谷
、
字
本
林
及
び
字
小

澁
、
上
本
庄
町
字
荒
船
、
新
庄
町
字
川
原
内
南
平
、
字
川
原
内
、
字
川
原
内
左
ノ
谷
、
字
セ
キ
谷
、

字
大
内
原
北
平
、
字
島
谷
、
字
大
内
原
、
字
大
内
原
南
平
、
字
カ
ナ
ク
ソ
谷
及
び
字
竹
ノ
谷
、
上
宇

部
尾
町
字
倉
見
谷
、
字
奥
古
谷
、
字
嵩
平
、
字
瀧
ノ
下
、
字
雀
ケ
谷
、
字
大
澁
谷
、
字
嵩
、
字
大
谷
、

字
境
谷
、
字
才
ノ
タ
ワ
及
び
字
佛
谷
、
大
海
崎
町
字
中
滑
山
及
び
字
小
滑
山
、
大
井
町
字
大
谷
及
び

字
明
曽
並
び
に
朝
酌
町
字
東
平
地
内

四

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
期
間

平
成
十
五
年
四
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

特

定

調

達

公

告
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
7
年
政
令
第
372号

）
第
11条
及
び
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
に
係
る
島
根
県
会
計
規
則
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
7
年
島
根
県
規
則
第
83号
）
第
9
条
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
15年

4
月
22日

島
根
県
知
事

澄
田

信
義

1
物
品
の
名
称
及
び
数
量

（
1）
日
本
画
狩
野
松
栄
作
「
益
田
元
祥
像
（
重
要
文
化
財
）
」

1
点

（
2）
日
本
画
長
谷
川
派
「
武
蔵
野
図
屏
風
」

1
点

（
3）
日
本
画
横
山
大
観
作
「
水
温
む
」

1
点

2
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
本
庁
等
の
名
称
及
び
所
在
地

島
根
県
環
境
生
活
部
文
化
振
興
課
島
根
県
松
江
市
殿
町
1
番
地

3
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
15年

3
月
4
日

4
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

（
1）
益
田
都
東
京
都
世
田
谷
区
代
田
四
丁
目
1
番
9
号

（
2）
株
式
会
社
精
華
堂
代
表
取
締
役
社
長
山
中
建
生
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
8
番
3

号

（
3）
株
式
会
社
晶
光
代
表
取
締
役
増
本
紀
東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
三
丁
目
57番

7
号

5
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

（
1）
68,250,000円

（
2）
40,000,000円

（
3）
30,000,000円

6
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

7
随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
10条
第
1
項
第
1

号
の
規
定
に
よ
る
。

教

育

委

員

会

規

則

島
根
県
教
育
庁
等
職
員
服
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
教
育
委
員
会
委
員
長

中

村

俊

郎

島
根
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号

島
根
県
教
育
庁
等
職
員
服
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
教
育
庁
等
職
員
服
務
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
島
根
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成15年 4 月22日 第1,463号島 根 県 報
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様式第 4号（第10条の２関係）

育 児 休 業 承 認 請 求 書

平成 年 月 日

島根県教育委員会教育長 様

請求者 所 属

職 名

氏 名 ○印

下記のとおり育児休業の承認を請求します。

1 請求に係る子 2 請求者以外の子の親

氏 名 氏 名

続 柄 子との同 別居 □ 同 居 □ 別 居

生 年 月 日 平成 年 月 日生 就業の有無 □ 有 □ 無

3 請 求 内 容

区 分 □ 育 児 休 業 □ 再 度 の 育 児 休 業

請 求 期 間
平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

再度の育児休業

が必要な事情

既に育児休業

をした期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

備 考

注 1 この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類を添付すること。（再度

の育児休業の請求の場合は不要。）

2 子の出生前に請求する場合は、「 3請求内容」の「請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「 1請求に係

る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

3 備考欄には、①請求に係る子以外に 3歳に満たない子を養育する場合、その氏名、請求者との続柄及び生年

月日、②請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効力が生じた日、③請求に係る子以外の子につい

て現に育児休業の承認を受けている場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請

求に係る期間等について記入する。

4 該当する□にはレ印を記入すること。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

訓

令

島
根
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号

県

立

学

校

県
立
高
等
学
校
等
の
教
職
員
の
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
島
根
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

島
根
県
教
育
委
員
会
委
員
長

中

村

俊

郎

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成15年 4 月22日 第1,463号島 根 県 報
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様式第 7号

育 児 休 業 承 認 請 求 書

平成 年 月 日

島根県教育委員会教育長 様

請求者 島根県立 学校

職 名

氏 名 ○印

下記のとおり育児休業の承認を請求します。

1 請求に係る子 2 請求者以外の子の親

氏 名 氏 名

続 柄 子との同 別居 □ 同 居 □ 別 居

生 年 月 日 平成 年 月 日生 就業の有無 □ 有 □ 無

3 請 求 内 容

区 分 □ 育 児 休 業 □ 再 度 の 育 児 休 業

請 求 期 間
平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

再度の育児休業

が必要な事情

既に育児休業

をした期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

所属長の意見 印

備 考

注 1 この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類を添付すること。（再度

の育児休業の請求の場合は不要。）

2 子の出生前に請求する場合は、「 3請求内容」の「請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「 1請求に係

る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

3 備考欄には、①請求に係る子以外に 3歳に満たない子を養育する場合、その氏名、請求者との続柄及び生年

月日、②請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効力が生じた日、③請求に係る子以外の子につい

て現に育児休業の承認を受けている場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請

求に係る期間等について記入する。

4 該当する□にはレ印を記入すること。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
印
刷

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行

平成15年 4 月22日 第1,463号島 根 県 報


